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━令和５年度向けの合理化について━ 

◎日時・場所

 令和４年９月 29 日（木）午後３時 30 分～午後５時（中央北生涯学習プラザ 学習室Ｂ・Ｃ） 

◎今回の交渉の主な目的

 従前、合理化については実施時期の半年前までに提案することを労使の間で確認してきている

ことから、今年度においても令和５年度実施に向けての事務事業の見直し等について提案を行っ

た。 

◎組合への提案

 （提案メモ）令和５年度向けの合理化について                  別紙 

◎具体的な交渉内容

１ 令和５年度向けの合理化について 

協議の要旨 

  当局から、令和５年度向けの合理化提案項目の具体的内容について説明した後、協議を行っ

た。 

  提案項目は、次のとおり。 

１ 開明庁舎維持管理業務の見直し（経済環境局）

２ 学校給食調理業務の見直し（教育委員会事務局）

組合の主張 当局の回答 

開明庁舎維持管理業務の見直しについて 

 この見直しに係る効果額は。 約 104 万円を見込んでいる。 

令 和 ４ 年 度 第 ４ 号

通 算 第 5 9 2 号

令和４年 12 月９日

尼 崎 市 総 務 局

人事管理部給与課

＝尼崎市職員労働組合との交渉状況＝ 
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 施設維持管理業務を委託するとのことである

が、電気設備等の点検業務等も委託するという

ことか。 

電気設備等の点検業務等は既に委託してお

り、今回委託を提案しているのは、主に施設の

開・施錠管理や設備点検に係る調整等である。

現在この業務を担っている再任用短時間勤務

職員は、別の部署へ異動となるのか。 

今年度末で再任用期間を満了する予定であ

る。 

このポストは技術職ポストと認識している

が、事務職ではこの業務を担うことができない

のか。 

事務職であっても、この業務を担うことがで

きると考えている。 

現在、来年度向けの再任用の就労希望調査を

実施していると聞いているが、今回のポストへ

の就労を希望する者がいるのではないか。 

現在もなお調査実施中であり、詳細までは把

握していない。 

再任用の就労希望調査に関連して、同調査で

は短時間勤務ポストがどこにあるのか全く示さ

れていない。十分な情報がない中で職員に希望

だけを聞くというのは、おかしな話である。雇

用と年金の接続の関係で、近年はフルタイム勤

務の希望者が増えているとはいえ、今でもなお

短時間勤務の希望者もいるのであるから、調査

時点の内容で差し支えないので、短時間勤務ポ

ストの一覧を提供していただきたい。 

示し方に工夫は必要だが、検討する。 

開明庁舎は、投票所としても利用される。委

託することで、選挙事務などの公務で使う場合

に柔軟な対応ができなくなるのではないか。 

選挙などの公の目的で利用する場合について

は、これまでと同様に柔軟に対応すると原局か

ら聞いている。 

詳細については、支部で議論するということ

でよいか。 

差し支えない。 

学校給食調理業務の見直しについて 

この見直しに係る効果額は。 人件費と委託料の概算との比較により、おお

むね 410 万円程度を効果額として見込んでい

る。 

学校給食調理業務の委託については、従前か

ら職員の退職動向等を踏まえたものとしている

ところであるが、今回も同様ということでよい

か。 

そのとおりである。 
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あまよう特別支援学校については、過去に一

度候補に挙げながらも、組合からの意見を受け

て撤回したという経緯がある。それにもかかわ

らず、今回、あまよう特別支援学校を選定した

理由は。 

今後、他の小学校においても、医療的ケアを

必要とする児童への給食提供が進むなど、特別

職の提供が必要になることが想定されることを

踏まえ、他の直営校においても特別食の提供が

必要となった場合の体制確立を図っていくため

である。 

あまよう特別支援学校以外の学校であって

も、直営校の調理師であれば、特別食の提供ノ

ウハウを備えていると思われる。むしろ問題と

すべきは、栄養士と調理師の考え方の違いによ

り現場で混乱が生じることであり、業務を円滑

に進めるためにも、マニュアルの作成が必要で

あると考える。 

いずれの業務においてもマニュアルの作成は

重要であり、組合の意見は原局に伝えておく。

今回のあまよう特別支援学校もそうである

が、設備が整った学校ばかり委託するのはなぜ

か。調理師の安全確保の観点から、まずは１校

や２校からでもよいので、早急に空調を整備し

ていただきたい。 

予算に限りがある中、給食室の空調整備は進

んでいないとはいえ、原局も夏季に厳しい環境

に置かれていることは認識しており、できる限

りの措置として、スポットクーラーの設置やア

イスベストの購入といった対応をしてきたと聞

いている。今回いただいた意見については、原

局に伝えておく。 

労働安全衛生法上も、作業場所の温度管理は

事業主の責務のはずである。空調整備について

は国から補助金が交付されるとも聞いており、

早急に予算を確保し、対応していただきたい。

国からの補助金の件を含め、組合の意見は原

局に伝えておく。 

諾否期限はいつか。 明確には示さないが、予算編成の関係がある

ので、なるべく早期に諾否をいただきたい。 

その他 

 公営企業局では合理化提案はないのか。 園田配水場運転監視操作業務の委託を予定し

ていると聞いている。 

その提案後も、公営企業局の技能労務職員は

残るのか。 

確認しておく。 

課題解決への方向性

  今後支部協議を中心に進めていくこととした。
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２ その他 

組合の主張 当局の回答 

併任発令について 

国保年金課では欠員が生じているにもかかわ

らず、十分な説明もなく、選挙管理委員会事務

局への併任辞令が発令された。もっと丁寧に説

明すべきではないのか。 

選挙業務については短期間に集中して対応す

ることが求められる中、選挙管理委員会事務局

において育児休業の取得者が出ることになった

ため、今回の併任発令によって対応することに

なったものである。どの所属から併任させるか

については、業務の繁閑等を総合的に考慮し

て、最終的には局が判断するが、所属への説明

が十分ではなかったと感じたことについては、

申し訳ないと思う。 

11 月の市長選挙の後には、県議会議員選挙

も予定されているが、その時も併任発令により

対応するのか。 

 その予定である。 

10 月１日付けの前倒し採用について 

10 月１日付けの新規採用の内示情報を確認

したが、11 人の採用では欠員を補充できてい

ない。今後の予定はあるのか。 

前倒し採用全体では、当初確保しようとして

いた人数を採用できるというのが現時点の見込

みであり、10 月 1 日付けの採用に間に合わな

かった者についても、準備が整い次第、順次採

用していく予定である。 

 今回の前倒し採用による欠員補充は、採用計

画に影響を及ぼすのか。 

 単年度で見れば影響はあるかもしれないが、

中期的な影響はない。 

リフレッシュ休暇に係る通知について 

 今年度のリフレッシュ休暇取得に係る通知が

掲示板に掲載されていたが、そこでは同休暇取

得への新型コロナウイルス感染症の影響が少な

くなってきており、延長期限を今年度限りとす

るとの記載があった。依然として欠員もあり、

取得しづらい状況に変わりはない中で、このよ

うな表現は職員感情を逆撫でするものである。

通知を取り下げることはできないか。 

今年度の超過勤務時間や休暇取得日数の状況

を踏まえて記載したものであるが、文章の表現

に配慮は足りなかったと思うため、掲示板に掲

載している表現については修正させていただ

く。 
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技能労務職場の在り方について 

様々な部門でアウトソーシングが進行してい

るが、委託した業務においては細かい配慮が届

いていない印象があり、実際に現場でも苦情が

増えている。やはり現場力というのは大事であ

ると実感したところであり、すぐにとまでは言

わないが、技能労務職場の方向性を示していた

だきたい。 

平成 27 年のアウトソーシングの方針から時

間が経過し、状況が変化しているのは事実であ

り、課題も認識している。今後、色々な場を活

用して、協議していきたいと考えている。 

被服について 

昨今の夏場の厳しい暑さを踏まえ、空調服の

導入を検討していただきたい。 

空調服は安価なものではないことから、他の

自治体の導入実績等を踏まえ、検討していきた

いと考えている。 

 作業服の仕様見直しも含め、被服検討委員会

で協議できないか。同委員会は、定期的に開催

するものではなかったか。 

被服検討委員会は必要に応じて開催するもの

であり、定期的に開催するものではない。 

 以 上 

（給与課） 
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別紙 

令和５年度向けの合理化について（メモ） 

R４.９.29  

１ 開明庁舎維持管理業務の見直し（経済環境局） 

 ⑴ 目的 

   尼崎市開明庁舎の地域における観光、交流の拠点施設として効果的・効率的な管理

運営を図る。 

 ⑵ 実施内容 

   開明庁舎の施設維持管理業務（施設の施錠及び設備点検に係る調整等）及び施設内

管理調整業務（庁舎使用に係る連絡調整等）について業務委託を行う。 

 ⑶ 実施時期 

   令和５年４月１日 

 ⑷ 人員 

   短時間勤務職員 ▲１人 

２ 学校給食調理業務の見直し（教育委員会事務局） 

 ⑴ 目的 

   学校給食調理業務の効率化を図る。 

 ⑵ 実施内容 

   あまよう特別支援学校の給食調理業務について業務委託を行う。 

 ⑶ 実施時期 

   令和５年４月１日 

 ⑷ 人員 

   正規職員 ▲２人 

以 上   

（給与課）  


